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令 和 ３ 年 ９ 月 定 例 会 

 

令和３年９月１５日（水曜日） 

 

 

◎ 出欠席議員氏名 

 

漆  山  光  春  議長      細  矢  誓  子  副議長 

 

出 席 議 員（１３名） 
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１３番 漆 山 光 春 議員   
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企 画 財 政 課 長  宇 野   勝 まちづくり推進課長 
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農業委員会事務局長  佐 藤 晃 一 商 工 観 光 課 長 

 須 藤 俊 一 都 市 整 備 課 長  今 部 憲 治 上 下 水 道 課 長 

 岸   康 彦 
会 計 管 理 者 兼 
会 計 課 長  鈴 木 淳 子 学 校 教 育 課 長 

 秋 場 弘 昭 生 涯 学 習 課 長   



 - 296 - 

◎ 議 事 日 程 

 

令和３年９月１５日（水） 午前９時開議 

 

 議事日程第４号 

   日程第１   議案の審議、採決 

     議第６６号  令和２年度河北町一般会計歳入歳出決算認定について 

     議第６７号  令和２年度河北町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

     議第６８号  令和２年度河北町西里財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

     議第６９号  令和２年度河北町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について 

     議第７０号  令和２年度河北町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

     議第７１号  令和２年度河北町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

     議第７２号  令和２年度河北町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

     議第７３号  令和２年度河北町水道事業会計の剰余金処分及び決算認定について 

     議第８０号  河北町空き家等の適正管理に関する条例の一部を改正する条例の制定につい 

            て 

     議第７４号  令和３年度河北町一般会計第６回補正予算について 

     議第７５号  令和３年度河北町国民健康保険特別会計第１回補正予算について 

     議第７６号  令和３年度河北町介護保険特別会計第１回補正予算について 

     議第７７号  令和３年河北町水道事業会計第２回補正予算について 

     議第７８号  河北町議会議員及び河北町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条 

            例の設定について 

     議第７９号  河北町コミュニティセンターの設置及び管理等に関する条例を廃止する条例 

            の設定について 

     議第８１号  西村山広域行政事務組合規約の一部変更について 

     議員発議第５号  コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見

書の提出について 

   日程第２   請願付託案件の常任委員長報告、採決 

   日程第３   議員の派遣 

   日程第４   閉会中の議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する調査の許可 

 追加議事日程第１号 

   日程第１   議案の上程 

     議員発議第６号  米の需給調整に関する意見書の提出について 

   日程第２   提案理由の説明 

   日程第３   議案の審議、採決 

     議員発議第６号  米の需給調整に関する意見書の提出について 

閉  会  
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◎ 本日の会議に付した事件 

       議事日程第４号のとおり 

 

◎ 開   議 

午前９時３７分 

○漆山光春議長 本日の欠席通告議員はありませ

ん。 

   ただいまの出席議員数は13名であります。

定足数に達しておりますので、決算審査特

別委員会のため休会となっていました本会

議を開きます。 

   本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

であります。 

○漆山光春議長 日程第１、議案の審議、採決を

行います。 

   議第66号から議第73号までの８議案につい

て、決算審査特別委員会を設置し、審査を

付託しておりますので、その経過と結果に

ついて、決算審査特別委員会委員長からの

報告を求めます。 

   「７番阿部恭平議員」 

○阿部恭平決算審査特別委員会委員長 決算審査

特別委員会の報告をいたします。 

   決算審査特別委員会は、議長を除く全議員

で構成されておりますので、審査の経過に

ついては省略することに決定しております。

よって、結果のみを報告いたします。 

   議第66号令和２年度河北町一般会計歳入歳

出決算認定について 

   議第67号令和２年度河北町国民健康保険特

別会計歳入歳出決算認定について 

   議第68号令和２年度河北町西里財産区特別

会計歳入歳出決算認定について 

   議第69号令和２年度河北町農業集落排水事

業特別会計歳入歳出決算認定について 

   議第70号令和２年度河北町公共下水道事業

特別会計歳入歳出決算認定について 

   議第71号令和２年度河北町介護保険特別会

計歳入歳出決算認定について 

   議第72号令和２年度河北町後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算認定について 

   議第73号令和２年度河北町水道事業会計の

剰余金処分及び決算認定について 

   以上８議案について、９月10日から慎重に

審査をした結果、８議案とも原案のとおり

認定することに決定しました。 

   以上、決算審査特別委員会委員長の報告と

いたします。 

○漆山光春議長 決算審査特別委員会委員長報告

が終わりました。 

   決算審査特別委員会委員長の報告では、い

ずれも原案のとおり認定するとの報告であ

ります。 

   お諮りします。 

   決算審査特別委員会は、議長を除く全議員

で構成されています。よって、質疑、討論

を省略し、採決したいと思います。これに

異議ありませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 

   よって、質疑、討論を省略し、採決するこ

とに決定しました。順次採決します。 

   最初に、議第66号令和２年度河北町一般会

計歳入歳出決算認定についてを採決します。 

   本案を委員長報告のとおり認定するに賛成

の議員の起立を求めます。 

   （起立多数） 

   賛成多数であります。 

   よって、議第66号令和２年度河北町一般会

計歳入歳出決算認定については原案のとお

り認定することに決定しました。 

   次に、議第67号令和２年度河北町国民健康

保険特別会計歳入歳出決算認定についてを
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採決します。 

   本案を委員長報告のとおり認定するに賛成

の議員の起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議第67号令和２年度河北町国民健

康保険特別会計歳入歳出決算認定について

は原案のとおり認定することに決定しまし

た。 

   次に、議第68号令和２年度河北町西里財産

区特別会計歳入歳出決算認定についてを採

決します。 

   本案を委員長報告のとおり認定するに賛成

の議員の起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議第68号令和２年度河北町西里財

産区特別会計歳入歳出決算認定については

原案のとおり認定することに決定しました。 

   次に、議第69号令和２年度河北町農業集落

排水事業特別会計歳入歳出決算認定につい

てを採決します。 

   本案を委員長報告のとおり認定するに賛成

の議員の起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議第69号令和２年度河北町農業集

落排水事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いては原案のとおり認定することに決定し

ました。 

   次に、議第70号令和２年度河北町公共下水

道事業特別会計歳入歳出決算認定について

を採決します。 

   本案を委員長報告のとおり認定するに賛成

の議員の起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議第70号令和２年度河北町公共下

水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい

ては原案のとおり認定することに決定しま

した。 

   次に、議第71号令和２年度河北町介護保険

特別会計歳入歳出決算認定についてを採決

します。 

   本案を委員長報告のとおり認定するに賛成

の議員の起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議第71号令和２年度河北町介護保

険特別会計歳入歳出決算認定については原

案のとおり認定することに決定しました。 

   次に、議第72号令和２年度河北町後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算認定について

を採決します。 

   本案を委員長報告のとおり認定するに賛成

の議員の起立を求めます。 

   （起立多数） 

   賛成多数であります。 

   よって、議第72号令和２年度河北町後期高

齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

ては原案のとおり認定することに決定しま

した。 

   次に、議第73号令和２年度河北町水道事業

会計の剰余金処分及び決算認定についてを

採決します。 

   本案を委員長報告のとおり決定及び認定す

るに賛成の議員の起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議第73号令和２年度河北町水道事

業会計の剰余金処分及び決算認定について

は原案のとおり可決及び認定することに決

定しました。 

○漆山光春議長 次に、議事の都合上、令和３年

度河北町一般会計第６回補正予算に関する

議案について先議します。 
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○漆山光春議長 議第80号河北町空き家等の適正

管理に関する条例の一部を改正する条例の

制定についてを議題とします。 

   担当課長の説明を求めます。 

   「真木総務課主幹」 

○真木秀章総務課主幹 議第80号河北町空き家等

の適正管理に関する条例の一部を改正する

条例の制定についてご説明申し上げます。 

   本議案につきましては、老朽化に伴い危険

性が増してきている空き家が増加傾向にあ

り、実効ある対応を可能とするため、条例

の一部を改正するものであります。 

   改正の主な内容につきまして、第１条では、

従来の目的に空家等対策の推進に関する特

別措置法、いわゆる空家法の規定を加える

ものであります。 

   第２条では、空き家等など用語の意義につ

いて、空家法の規定を引用するものであり

ます。 

   第５条では、新たに空き家等対策協議会を

設置することについて規定するものであり

ます。 

   第10条から第14条までは、特定空家等の所

有者などに対する措置等として、代執行及

び略式代執行等を規定するものであります。 

   なお、この条例につきましては、その施行

日を公布の日からとしているところであり

ます。 

   以上よろしくお願いいたします。 

○漆山光春議長 担当課長の説明が終わりました。 

   質疑に入ります。 

   質疑の通告を求めます。 

   （１番、７番、10番の通告あり） 

   １番、７番、10番、落ちありませんか。 

   それでは、「１番岡田桂司議員」 

○１番（岡田桂司議員） 一般質問の中でもお聞

きしたところでもありますが、改めてお伺

いいたします。 

   今回の条例の改定は、やっぱり②の協議会

を設置する、また空き家等対策計画の策定

と、そして代執行というふうに大きなもの

が織り込まれている点が特徴かと思います。 

   今まで、どうしてこの条例に入っていなか

ったのかというくらいに私は思っておりま

す。 

   いろんな空き家が、危険空き家、本当の危

険空き家になってきたので、もうこういう

ものをつくってきちんとしないと駄目だと

いうことでもあるでしょうけれども、私の

一般質問の中でもあったんですが、また質

疑の中で２番議員からも鋭く指摘もござい

ました。 

   そういう空き家があるわけですので、早急

に採決して、そして、この公布をやってい

ただければなと思っております。 

   急いで物事を運んでいただきたいというこ

とで、私は賛成をしたいなと思っておりま

す。 

   そこで、改めて聞きますが、公布、施行は

いつになりますか。 

○漆山光春議長 「真木総務課主幹」 

○真木秀章総務課主幹 議決をいただきましたら

ということではございますが、同日施行と

なる考えでございます。 

○漆山光春議長 「１番岡田桂司議員」 

○１番（岡田桂司議員） 同日施行と言いますが、

公布するのは、はっきり日にちをお願いし

たいなと思っております。 

   それと、この前の一般質問の中で、公布し

て、いろんな物事を進める中に当たって、

協議会の発足ということがありました。そ

の中で、協議会のメンバーがずっと言われ

ていたんですが、私の聞くのが落ちている

のか分かりませんが、課長さん方が大勢だ

ったと思います。 

   その中で、やはり外部の有識者とか、そう



 - 300 - 

いう部分がちょっと聞こえなかったんです

が、その点どうなっているかお聞きしたい

なと思って、２点です。 

○漆山光春議長 暫時休憩します。 

     休 憩  午前９時５０分 

     再 開  午前９時５０分 

○漆山光春議長 休憩を解いて再開します。 

   「真木総務課主幹」 

○真木秀章総務課主幹 失礼しました。同日公布

という曖昧な言い方をしてしまいまして、

大変恐れ入ります。議決をいただきました

ら、本日付で公布という形で手続を進めて

まいりたいと考えております。 

○漆山光春議長 それでは、「河内副町長」 

○河内耕治副町長 今回の条例改正につきまして

は、施行の日を公布の日からというふうに

させていただいたところでございますが、

公布しましたら直ちに施行ということにさ

せていただきますが、周知期間といったも

のも必要だと考えております。それを踏ま

えまして、可能な限り早く施行にもってい

きたいと考えております。 

○漆山光春議長 「真木総務課主幹」 

○真木秀章総務課主幹 大変失礼しました。２つ

目、いただきました協議会のメンバーとい

うことでございますが、先般申し上げまし

た、各課長の職名というものは、計画を策

定する上での内部会議のメンバーでござい

ます。 

   改めて、このたびの条例改正案でお示しし

ている協議会の具体的なメンバーのイメー

ジでございますが、司法書士、土地家屋調

査士、建築士、宅建協会からの選出、あと

は消防分署、河北交番、こういったところ

から、いわゆる有資格者であったり、関係

者であったりという方をお招きして、協議

会を設置したいという考えでございます。 

○漆山光春議長 「１番岡田桂司議員」 

○１番（岡田桂司議員） ３回目ですので、ちょ

っと大事にお話ししないと続かなくなるか

なと思っております。 

   今、策定するのは課長でということですが、

協議会の今メンバーが出ました。いろんな

代執行をするにも、必要であれば協議会を

経てということでもありますが、やはりき

ちんと協議会をやって、その執行に当たら

ないと、なかなか後で難しい問題も出てく

るのかなと思うので。その辺は、条例にも

書いてある、必要に応じて、だから必ずし

なければならないということはないんでし

ょうけれども、私は、やってほしいなと思

います。 

   ３回目ですので、あともう一つ、ここまで

来て、前にも言いましたが、本当に危険な

空き家というものはあるわけですが、今、

副町長が周知期間と、なるべく早くとおっ

しゃいましたけれども、やはりその辺を、

周知期間を短くして、そして代執行なり、

それなりのものが決着できるように、危険

空き家の決着ができるように、少し急いで

もらえればいいのかなと。 

   その辺の考え方も教えていただきたいと思

います。 

○漆山光春議長 「河内副町長」 

○河内耕治副町長 すみません。先ほどの周知期

間という意味合いでございますが、一定の

期間を置いてということだけではなくて、

不利益が生じる場合があろうかと思います。

そういったことも踏まえまして、速やかに

公布、施行にもっていきたいということで

ございまして、何か月も置いてあるとか、

そういうことではなくて、事務手続に速や

かにさせていただきたいと思います。 

○漆山光春議長 「真木総務課主幹」 

○真木秀章総務課主幹 前例に出てきました協議

会を設けて、しっかりやってほしいという
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ことで、いただきました。 

   実際に、今回の条例改正案の中におきまし

ても、協議会にご意見をいただく。具体的

に申し上げますと、特定空家等と認定する

際、あるいは、その後、特定空家の所有者

に対する措置を講じる中で、勧告を行う際、

あるいは代執行、略式代執行というふうに

措置が強度を増していく中で、折々におい

て協議会に協議を求めるということになっ

ております。 

   また、応急措置につきましても、必要に応

じて協議会の意見を聞くというふうにさせ

ていただいておりますので、その折々にお

いて協議会の意見をしっかりと酌み取らせ

ていただきたいと考えております。以上で

す。 

○漆山光春議長 よろしいですか。以上で１番岡

田桂司議員の質疑を終わります。 

   次に、「７番阿部恭平議員」 

○７番（阿部恭平議員） 私からは１点質疑させ

ていただきます。 

   代執行後、あるいは応急措置後の費用に関

してのことなんですけれども、いわゆる代

執行、応急措置とありまして、空き家を放

置されていた方が、その放置得といいます

か、そういったふうにならないようには、

やはりしないといけないと思っています。 

   その中での心配事なんですけれども、代執

行あるいは応急措置をした後に、費用がも

ちろんかかってくると思うんですけれども、

通常であれば、その所有者等、関係者の費

用負担になると思うんですが、その方がず

っと見つけられない場合、あるいはその方

からずっと費用負担がされなかった場合、

要はずっと同意が得られなかった場合、そ

ういった場合に、費用の回収方法、それは

どのようになっているのかという点と、不

納欠損という処理をすることになる場合は

どういった要件があるのか、その辺どう考

えられているのか、お聞きします。 

○漆山光春議長 「真木総務課主幹」 

○真木秀章総務課主幹 代執行あるいは応急措置

に関しての費用負担ということでのご質問

をいただきました。 

   まず、代執行におきましては、これは空家

法にも書いてございますし、関連して行政

代執行法というものもございます。これに

伴って執行した場合、言わば行政のほうで

まず費用を立替えして措置を行う。その分

の費用を所有者に請求させていただくとい

うことになります。 

   いわゆる費用をなかなかご負担いただけな

いというようなケースにつきましては、差

押えの対象ともなるという強い措置がござ

います。こうした中で回収に努めるという

ことになっていきます。 

   また、応急措置や略式代執行については、

差押えはできないようでありますが、それ

でももし……失礼しました。略式代執行に

ついては、代執行と異なる点としまして、

所有者がそもそも不明な場合ということに

なりますので、そもそもちょっと回収が難

しいような案件ということになろうかとは

考えています。 

   その中でも、もし後々、所有者が分かって

くれば、その際に請求をするというような

流れになります。 

   応急措置につきましては、これは法律とか

空家法には規定がございません。町独自の

規定の中で運用してまいりますが、これも

ありますように、費用徴収については本人

に請求すると。もともとの条例の中にもあ

りますように、本人の同意を得てこれを執

行するということになりますので、その都

度、費用負担は求めていくということにな

ります。 
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   不納欠損になる場合の要件でございますが、

申し訳ございません。私のちょっと不勉強

で、この部分は分からないのですが、相手

の誠意、誠実さ、そういった部分からいき

ますと、不納欠損になるリスクも正直背負

いながらの対策になり得るとは考えており

ます。 

   そういうリスクも背負いながらの事務では

ありますけれども、それこそ相手と粘り強

く交渉して、代執行、略式代執行、あるい

は応急措置、なるべくそういったところに

落とし込みになる前に対応していくことが

必要かなという思いではあります。 

   ちょっと一部明瞭に回答できなくて申し訳

ございません。 

○漆山光春議長 暫時休憩します。 

     休 憩  午前 ９時５９分 

     再 開  午前１０時０１分 

○漆山光春議長 休憩を解いて再開します。 

   「真木総務課主幹」 

○真木秀章総務課主幹 大変失礼いたしました。 

   ご質問としては、不納欠損になる要件とい

うことでご質問いただいたところでありま

すが、所有者等に対する請求に対しまして、

そもそもその所有者が支払いに要する財産

であったり資力、そういったものを持ち合

わせないときには不納欠損となる可能性も

あるということで。要件ということではな

いんですが、そういう仕組みになろうかと

考えています。 

○漆山光春議長 「７番阿部恭平議員」 

○７番（阿部恭平議員） まず、最初の回収方法

についてなんですけれども、差押えができ

るということだったんですが、これは方法

としましては、例えば給料差押えとか、そ

ういった方法ができるでしょうかというこ

とが１点目と、２点目の不納欠損という考

え方なんですけれども、その辺が明確に定

まっていないと、ずっと放置して、やっぱ

り逃げ得みたいなものが発生するおそれが

多々出てきてしまうのではないのかなと。

もう10年ぐらい払わなきゃいいんでしょう

とか、正直、条例上、法律上、何年とかそ

ういう条件というものは分かりませんけれ

ども、例えば10年間とかずっとごねて、何

もしなくていれば、そのまま不納欠損にな

ってしまって、町が全部を費用負担するお

それも出てくるわけで。 

   そういったところを今のうちに整理してお

かないと、ずっとやっぱり放置するところ

が増えてくるのかなと。 

   そういった点で、もう一度ちょっと詳しく、

そのお考えがあればお聞きしたいです。以

上です。 

○漆山光春議長 暫時休憩します。 

     休 憩  午前１０時０３分 

     再 開  午前１０時０６分 

○漆山光春議長 休憩を解いて再開します。 

   「真木総務課主幹」 

○真木秀章総務課主幹 度々失礼いたしました。 

   今ご質問の代執行の費用徴収につきまして

は、国の手引におきまして、国税滞納処分

の例による強制徴収が認められるとなって

おりまして、町としましては、国税、地方

税に次ぐ順位でこれを費用回収できるとな

っております。 

   こうしたことからも、先ほどは給料からの

差押えということで具体的に述べていただ

きましたが、税当局とこのルール化につき

ましてはしっかりと協議をして進めていく

ということになると考えております。国税

滞納処分の例に準じて行ってまいります。 

   もちろん、先ほど議員がおっしゃっていま

した逃げ得、さんざんほったらかしにして、

結局、町で責任を負って、それで文字どお

り、ほったらかしにした人がまんまと得す
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るというようなことは、町としても決して、

もちろん望む話ではありませんので。 

   今回の条例改正などで、いろんな場面で取

り上げていただけるかもしれませんが、空

き家自体をほったらかしにしておけば役場

で全部何かしてくれんだどという誤った認

識だけは広まっていただきたくないと、そ

のように考えますので。 

   そういった意味での今後の周知部分、慎重

にといいますか、誤解を招かないように気

をつけてやってまいりたいというふうにも

併せて考えているところでございます。 

○漆山光春議長 「７番阿部恭平議員」 

○７番（阿部恭平議員） 分かりました。 

   ちょっと不納欠損のほうについてはまだ分

からない点があるんですけれども、ちょっ

と私も３回目なのであれなんですが、細か

い部分に関しましては、協議会立ち上げと

いうことなので、司法書士とかいろんな方

が入りますので、そういったところを皆さ

んでしっかりともんでいただいて、この条

例自体はもちろん私も賛成でございます。

空き家対策、空き家処分とか活用というも

のも大事でございますけれども、そういっ

た意味で、負担になるのは町民全員であり

ますので、費用というものは。その一部の

１人の人だけがやはり逃げ得にならないよ

うにだけ、そこはしっかりと条例の内容も

含めて、今後詰めていただければと思いま

す。 

   以上で質疑を終わります。 

○漆山光春議長 以上で７番阿部恭平議員の質疑

を終わります。 

   次に、「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） 議第80号であります

けれども、この条例は、今お二方の発言が

あったように、私も大きな前進だと評価し

ます。 

   さらに、これをスタートするに当たって、

例えば朝日町では朝日町空家除去支援事業

補助金という補助制度があって、積極的に

空き家を解体すると、それに最大75万円ま

で補助金を出すんですね。 

   寒河江市では、寒河江市老朽危険空き家解

体事業補助金といって、やはり補助金を出

すんですが、不良住宅除去タイプと空き家

住宅除去タイプなんて２種類あって、それ

もやはり補助金を出すという制度を設けて、

空き家を早く整理していこうという取組が

あります。 

   さらに、国で空き家再生等推進事業、除去

事業タイプ、これは国が交付金を出す制度

などもありまして、国と、それから県とか

町とかがそれぞれお金を出して再生させる

と。そこを例えばポケットパークなどにす

るのであれば、そういう制度が使えるとか、

そういったものもありまして、ここは一緒

にスタートしたほうがいいのではないか、

この条例と。 

   そうしないと、分かったと、町に早速協力

しようとして、さっさとやった人が、何だ、

補助金もらえなかったというようなことも

あり得るのではないのかなとも思うんです

ね。 

   町に積極的に協力した人が補助金をもらえ

ずに、少し渋ってから進められてと思った

ら補助金をもらえたなんていうふうにはな

らないようにしたほうがいいのではないか

なというふうなこともあるので、その辺の

検討はどうしていますかね。お聞きします。 

○漆山光春議長 「真木総務課主幹」 

○真木秀章総務課主幹 国の補助事業であったり、

あるいは町独自の補助事業についての考え

ということでのご質問かと承りました。 

   本定例会におきまして、空き家等対策計画

を町として作成作業に着手していると申し
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上げているところでございますが、この中

では、町としての考え、方針、こういった

ものも示さなければいけないと考えておる

ところでございます。 

   ご質問の、補助金との関係といいますか、

取り組むべきかどうかという部分も含めて、

特に国の事業などにおきましては、おっし

ゃっていただきましたように、ポケットパ

ークということで、具体的なことでおっし

ゃっていただきましたけれども、今ある危

険な空き家を解体、除去して、それで更地

にして終わりではなくて、その後の利活用

という部分も検討しなければならないよう

でございますので、空き家計画策定の過程

で、しっかりとその方向性を検討する中で、

補助事業のことも取り上げてまいりたいと

考えております。 

   町独自の補助制度を設けるかどうかも併せ

てその中で検討してまいりたいと考えてお

ります。 

   ただ、１点だけ、つけ加えて申し上げます

と、その国の補助事業の中には、そもそも

今申し上げている空き家対策計画の策定で

あったり、あるいは、先ほども取り上げて

いただきました協議会の設置が補助対象の

要件として求められている部分もございま

すので、そういった意味での要件をクリア

するための作業としては粛々と進めさせて

いただいているという認識でございます。

以上です。 

○漆山光春議長 「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） 町長にお伺いします。 

   議会の中でも、空き家対策については非常

にその声がたくさん届いているという課題

なんでありますけれども、そこで、それを

進めるに当たって、近隣の市町でもやって

いるような、空き家撤去に対する補助事業

とか、そういうものも併せて早急に研究し

て、形にしていくという点で、リーダーシ

ップを発揮されるべきかなと思うんですが、

いかがでしょうか。 

○漆山光春議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 空き家問題については、本当に

もう喫緊の課題になっているなと。利活用

という部分も非常にまちづくりという意味

では大事ですけれども、とりわけこの条例

の目的にございますように、危険家枠、基

本的には個人の財産ですので、管理は個人

ということで、それを公に委ねる、町民の

一般の税負担に委ねるということは、現に

あってはならないとは思います。 

   ただ一方、現実的にこういった目に見える

形での町民の安全・安心、あるいは通学の

安全確保、そういった意味で町民生活に脅

威になっているという部分について、どう

いうふうに町としての、町民の理解の下に、

そういった補助制度も含めて、理解が得ら

れるのかということも含めて、しっかり、

まずはこの条例をご可決いただいた上で、

協議会、そしてまたその計画づくり、魂を

入れていく作業には早急に取り組んでいか

なければならないという意味で、施行も公

布の日とさせていただいております。 

   そこはしっかりさせていただきながら、先

ほど主幹の答弁にもありましたけれども、

この条例の趣旨ということを誤解なく町民

の方々に理解を得るということと、今後の

空き家についての計画の方向づけ、また町

民の方々のご理解をどういう形で得られる

空き家政策を進めていくのかということに

ついては、誠に大きな課題になっているか

と思います。 

   災害の脅威もありますけれども、少子高齢

化、そして人口減少、空き家の増加という

中で、喫緊の課題でございますので、そう

いう重要な政策課題であるということで取
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り組んでまいりますので、ご理解いただけ

ればと思います。以上です。 

○漆山光春議長 「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） 質疑を終わります。 

○漆山光春議長 以上で10番木村章一議員の質疑

を終わります。 

   以上で質疑を終結します。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の議員の

起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議第80号河北町空き家等の適正管

理に関する条例の一部を改正する条例の制

定については原案のとおり可決しました。 

○漆山光春議長 次に、議第74号令和３年度河北

町一般会計第６回補正予算についてを議題

とします。 

   歳入歳出全款についての質疑の通告を求め

ます。 

   （２番、３番、７番、９番、10番、12番の

通告あり） 

   それでは確認します。２番、３番、７番、

９番、10番、12番、落ちありませんか。 

   それでは、ここで10時30分まで休憩としま

す。 

     休 憩  午前１０時１６分 

     再 開  午前１０時２８分 

○漆山光春議長 休憩を解いて再開します。 

   質疑を続けます。 

   「２番齋藤隆議員」 

○２番（齋藤隆議員） 私から１点だけ質問しま

す。 

   提案理由にもなかったので、30、31ページ

の９款１項４目水防費であります。排水処

理基本調査業務委託、ちょっと聞き慣れな

い言葉なので、この説明方お願いしたい。

それと、その施設備品についても説明を求

めます。以上です。 

○漆山光春議長 「真木総務課主幹」 

○真木秀章総務課主幹 予算書30、31ページ、９

款１項４目水防費に関するご質問をいただ

きました。 

   まず、１点目の排水処理基本調査業務委託

に関してでございますが、内容につきまし

ては、押切地区、下釜におきまして、防

災・減災ということで様々な取組を想定し

ております中で、より内水処理手法、工法

というものを前進させたいというような思

いを抱いております。 

   そうしたことから、いわゆる経験や実績の

あるコンサルタント会社にお願いしまして、

内水処理手法として現場でどういった工法

が考えられるかという部分で、これを検討

してもらうというための委託費でございま

す。 

   当然その委託費の中には、場所が場所です

ので、国土交通省との協議というものも当

然必要になってくるわけですが、そういっ

たことも踏まえて、こういう工法が考えら

れるのではないかというような成果品を求

めるという内容でございます。 

   ２点目の施設備品のことでのご質問でござ

いましたが、６月の補正予算で議決いただ

きました水中ポンプ、発電機、町独自で購

入したところですが、この設置訓練を８月

11日に実施いたしております。この際に、

この発電機の置場所ですけれども、堤内地

側、トレイですけれども、堤内地側の地面

の上に発電機を置いて、接続して、水まで

は出さなかったんですが、ホースも伸ばし

たというような訓練を行ったところであり

ました。 
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   その結果なんですが、地面の上に置くより

も、同じ地面でも堤防の上に発電機を置い

たほうが、より長くこれを回せるだろうと

いうふうな訓練の成果として見えてきたと

いうことがございました。 

   そのようなことから、この内容につきまし

ては、今あるケーブルを27メートル伸ばし

て、35メートルまで伸ばして、堤防の上に

発電機を置けるような仕組みにするという

意味での備品購入ということでございます。

以上です。 

○漆山光春議長 「２番齋藤隆議員」 

○２番（齋藤隆議員） 備品については分かりま

した。 

   そうすると、このコンサルに委託すること

になるわけですけれども、どのぐらいの期

間を見ているのか。それから、実際にその

工法が可能というか、当然、金額的な、ど

ういう工法によるのかによってお金も変わ

ってきますけれども、国との協議というこ

ともありますので、ぜひしっかりとその対

策を取っていただきたいということで、ま

ずどのぐらいのコンサル期間がかかるのか。 

○漆山光春議長 「真木総務課主幹」 

○真木秀章総務課主幹 期間につきましては、も

ちろん議決をいただきましたら速やかに発

注いたしまして、今年中、12月末頃までに

はその成果品を入手したいと、報告をいた

だきたいという考えでございます。 

○漆山光春議長 「２番齋藤隆議員」 

○２番（齋藤隆議員） ぜひ、その成果について

は所管の委員会にも説明していただいて、

議会の意見もしっかり聞いて、対策を取っ

ていただきたいと思います。以上です。 

○漆山光春議長 以上で２番齋藤隆議員の質疑を

終わります。 

   次に、「３番槙正義議員」 

○３番（槙正義議員） 何点か質問させていただ

きますが、まずページ16、17の２款１項５

目の企画費の総合戦略委託推進費でござい

ますが、これは提案理由にもありますが、

昨年度の豪雪に伴う紅花活性化施設の修繕

費ということでございますが、使い勝手の

いい施設にするということですが、今考え

ておられる主な修繕の内容について、現時

点で想定されていればお聞かせをお願いし

たいと思います。 

   それから、ページ22、23の４款１項５目の

健康増進事業、河北病院の人間ドックの委

託料でございますが、54万円、当初予算よ

りも少し多めでございますが、今現在どの

くらいの利用で、１泊、２泊ごとあると思

うんですが、何人ぐらい利用されて、あと

年度末まで足りなくなるんだろうというこ

とで、大変喜ばしいことですが、補正され

たと思いますが、その辺の状況をお聞かせ

いただきたいと思います。 

   それと、26、27ページの６款２項１目の林

業振興費ですが、昨年の議員と語る会でも、

狩猟のことがいろいろ要望として出されて

おったんですが、この新規の免許、いわゆ

る新規の狩猟免許取得補助金ということで

13万円ほど計上されて、補正されておりま

すが、新規で免許取得をするにはおおよそ

どのくらいかかって、どのくらいの補助を

見込んで、何人分ぐらい予定されているか、

お尋ねしたいと思います。 

   それから、ページ36、37の10款５項４目の

給食センター費でございますが、会計年度

任用職員報酬ということで74万7,000円あり

ますが、この年度途中で採用するというこ

とについて、この必要性についてお尋ねし

たいし、あと手数料というものが16万8,000

円ほどありますが、これはごみ処分なんだ

ろうと思いますが、当初予算からオーバー

が見込まれたのかどうか。あるいは、こう
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いう当初予算と補正で手数料をつないでい

くということなのかどうか。その辺、お尋

ねしたいと思います。以上です。 

○漆山光春議長 「宇野まちづくり推進課長」 

○宇野勝まちづくり推進課長 初めに、16、17ペ

ージ、２款１項５目総合戦略費の中の修繕

料でございます。こちらは紅花活性化施設、

旧西部保育所についてでありますけれども、

昨年度の大雪で軒先が折れまして、壊れて

いる、今回、同様の雪が降ればという状態

でございますので、その一時仮補修をする

ための修繕料となってございます。 

○漆山光春議長 「堀米健康福祉課長」 

○堀米清也健康福祉課長 23ページの河北病院人

間ドック委託料54万円の関係でございます

が、当初45万円ということで、１日コース

２万円の10人、それから２日コースという

ことで５万円の５人分の補助金を見ていた

ところでございます。 

   河北病院の状況につきましては、やはりコ

ロナ禍ということではございますが、人間

ドックは実施していくということで、昨年

度の途中から実施しているんですけれども、

今年度も実施するということでございまし

た。 

   週１回、１日コース１人、それから２日コ

ース、週１人ということで、１週間に２人

の予定で実施しているところでございまし

た。 

   思ったより利用者が多くいたということで、

当初の予算の45万円を、ここ９月、半年に

なりまして、ほぼ使い切るような状況でご

ざいます。 

   １日コース、９月現在で８人、それから２

日コースについては５人ということになっ

ておりますので、人数を増やさせていただ

きたいということでございます。 

   １日コースについては、10人を22人、２日

コースについては５人を11人増やして、今

年度の予算を獲得させていただきたいとい

うことでございます。以上です。 

○漆山光春議長 「増川農林振興課長」 

○増川仁農林振興課長併農業委員会事務局長 26

ページ、27ページの新規狩猟免許取得等補

助金についてでありますけれども、平成30

年４月から河北町では河北町鳥獣被害対策

実施隊を組織しまして、西村山猟友会の支

部に委託をして、14人の方に隊員というこ

とで活動いただいております。 

   活動するために経費がかかるというような

ことで、有害鳥獣捕獲に従事する方を確保

するということを目的に、その補助という

ことで、令和３年度から補助要項をつくっ

たところでございます。 

   その中で、経費ということで補助をするわ

けでありますけれども、狩猟免許取得に係

る経費ということで１万5,000円ほどかかる

と。鉄砲所持許可に係る経費ということで

７万円程度見込んでいると。それと、有害

鳥獣捕獲に必要な物品の購入に、銃器は相

当かかりますけれども、保管庫などもかか

るというようなことで、保管庫などは３万

円程度というようなことで見込んでおりま

す。銃器については、それぞれ価格は相当

かさむというようなことで、上限額を10万

円ということで見込んでおります。 

   それで、今回の補正につきましては13万円

ということでありますけれども、当初予算

で20万円可決いただいておりますが、決算

の最終的な見込としましては、わなの免許

取得と講習を受けるというようなことで２

人見込んでおります。それと、銃器という

ことで、銃器の免許を取得するということ

で３人の方を見込んでいるということで、

今回の補正と合わせまして33万円の見込を

立てているところでございます。 
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○漆山光春議長 「鈴木学校教育課長」 

○鈴木淳子学校教育課長 10款５項４目給食セン

ター費の会計年度任用職員についてであり

ます。こちらにつきましては、令和３年度

の４月から給食センターの業務につきまし

ては、学校教育課の管理係の職員が給食セ

ンターの業務を兼務という形で行っており

ました。これにつきまして業務を行ってい

る中で、どちらの係にも負担がかかるとか、

あと時間外等の増加というものもありまし

た。 

   そういったことを勘案しまして、給食セン

ターに会計年度任用職員を置いて、職員に

ついては管理係の業務に専念と、そういっ

たことで今回の補正に計上させていただい

ているということでございます。 

   それと、11節の手数料につきましては、主

にごみ処理手数料になるわけですけれども、

こちらにつきましては、前日も申し上げま

したが、学校給食関係で給食の残菜等も若

干ですけれども増えているというような状

況もありまして、決算見込で不足額を増額

の補正ということで計上させていただいて

いるということでございます。 

○漆山光春議長 「３番槙正義議員」 

○３番（槙正義議員） ありがとうございました。 

   多くは申し上げませんが、２款の、いわゆ

る旧西部保育所の紅花活性化施設の修繕に

ついて、金額もそんなに大きい金額でござ

いませんので、豪雪による被害の一時的な

修繕だということで理解をしましたので。 

   そこの西部保育所跡地の紅花活性化につい

ては、地域協力隊の皆さんが仕事をしなが

ら頑張っていただいていますので、私とす

れば、もう少し町民がそこに参加をして、

そして地域協力隊の皆さんとも交流ができ

るような施設のイメージを持っておりまし

たので、今回の予算については、豪雪に伴

う一時的な修繕だということで理解をしま

したので、これで終わります。 

○漆山光春議長 以上で３番槙正義議員の質疑を

終わります。 

   次に、「７番阿部恭平議員」 

○７番（阿部恭平議員） 私からは３点質疑させ

ていただきます。 

   １点目が、まず16ページの庁舎建設基金積

立金についてでございますけれども、こち

ら聞きたいことは、なぜこの９月補正で積

み立てる理由があるのかをお聞きしたいと

いうことがまず１点です。 

   ２点目が、26ページの商業振興費、河北町

持続化支援金なんですけれども、こちらの

最終的な施行額と件数、そのうち上限30万

円を交付した件数をお聞きしたいです。そ

れが２点目です。 

   ３点目なんですけれども、28ページ、べに

花温泉ひなの湯費、指定管理料についてな

んですけれども、こちら指定管理に関しま

しては、私は特に疑問というか、ないんで

すけれども、お聞きしたいことは、これに

関連で基本協定26条についてでございます。 

   商工観光課だけではなく、全体についてで

お聞きしたいんですけれども、この基本協

定26条に当たる施設が、ひなの宿とひなの

湯以外に今年度ないのかどうか、お聞きし

たいです。 

   以上３点です。 

○漆山光春議長 「後藤防災・危機管理監兼総務

課長」 

○後藤浩防災・危機管理監兼総務課長 ２款１項

11目新庁舎建設費に関しまして、積立金の

補正計上についての質疑でございますけれ

ども、庁舎建設につきましては、主体工事

等が９月末まで完成というようなことにな

っております。こういったこともございま

して、全体の事業費が固まりつつあるとい
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うようなところから、財源の確保という意

味合いで積立金を必要額計上させていただ

いたというようなことであります。 

   この時期といいますのは、今申し上げまし

たとおり、全体事業費が見えてきたという

ことと、あとは、９月の補正については、

会計全体のことではありますけれども、財

源が年度途中ではありますが、確定しつつ

ある時期だというようなことでありますの

で、そういった中で、この時期に計上させ

ていただいたということでございます。 

○漆山光春議長 「佐藤商工観光課長」 

○佐藤晃一商工観光課長 27ページの河北町持続

化支援金の最終的な件数と額でございます

けれども、件数につきましては119件、額に

しまして2,185万6,000円となっております。 

   また、上限30万円を交付した件数でござい

ますけれども、41件というようなことにな

っております。 

   それと、29ページのべに花温泉ひなの湯費

の指定管理料に絡んだ件でございますけれ

ども、それは全体的なことですので、私か

らではなく、説明させていただきます。 

○漆山光春議長 「牧野政策推進監兼企画財政課

長」 

○牧野隆博政策推進監兼企画財政課長 ７款１項

10目のべに花温泉ひなの湯の指定管理料に

関しての質問でございましたけれども、ひ

なの宿とひなの湯以外の施設については、

債務負担行為のほうで費用も見ております

ので、今のところそういった状況にはない

と承知しております。 

○漆山光春議長 「７番阿部恭平議員」 

○７番（阿部恭平議員） 持続化支援金について

は分かりました。 

   基本協定26条のほうも、ほかに適用される

ところはないというところで分かりました。 

   １点目の庁舎建設基金についてなんですけ

れども、なぜ持続化支援金を聞いたかにも

関連してくるんですが、要は持続化支援金

であれば、今回41件、上限30万円の件数が

あったと。これはいわゆる、要は今年度３

月から５月までの売上げと、２年前の売上

げが100万円以上落ちているところが41件と

いうことも言い直すことができるわけです。 

   そういった中で、また河北町のコロナ禍も

まだちょっと進んで、拡大がなったわけで

すけれども、そういった中で、今この庁舎

建設のほうに基金を積み立てる必要がある

のかと。 

   もっと言いたいことは、何かあると悪いの

で、３月末まで、ぎりぎりまで待つことは

駄目なのかと。この8,000万円という額なん

ですけれども、今回コロナに関する、国か

ら来る交付金も、いわゆる基本協定26条に

基づいて、今回、指定管理料のほうになる

わけでございまして、コロナの交付金はも

うなくなってしまうわけでございます。 

   今回、交付税とかも来ましたけれども、そ

ういった中で、この時期に新庁舎建設のほ

うに積み立てる理由があるのかな、そこま

で急ぐ必要はあるのかなと。全体の計画を

立てるためには、今のうちに、積み立てら

れるうちに積み立てたほうがいいという考

えももちろん分かるんですけれども、なぜ

９月なのか、備えて３月では駄目なのか。

そういった意味で、もう一度お聞きします。 

○漆山光春議長 「後藤防災・危機管理監兼総務

課長」 

○後藤浩防災・危機管理監兼総務課長 新庁舎の

財源に充てます基金につきましては、特財

もないというようなことで、一般財源から

積み立てるということから、最終的には当

然、一般財源ということになるわけですけ

れども、内部的なと申しますか、内々の財

源として確保するというふうな意味合いで
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基金を積んでいるということになっており

ます。 

   なぜ今回かということに関しましては、先

ほども申し上げて恐縮ですけれども、事業

費についても固まりつつあるというような

ことと、あとは会計の財源として交付税で

ありますとか、税についても大方見えてき

たというようなことで、収入がはっきりし

てきたのではないかというようなことがご

ざいますので、また３月、12月というと、

大きな補正というものが、一般財源、税で

ありますとか、交付税が確定しております

ので、大きな一般財源が見込まれない場合

もあるのではないかということから、この

時期に計上をお願いしたということでござ

います。 

○漆山光春議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 庁舎の基金については、担当課

長から申し上げたとおりですけれども、持

続化支援金の絡みと今後のコロナのいろん

な経済対策、第５波もあって、今後そちら

への手当てというものはどういうふうに考

えていくんだということのご懸念もあるか

と思いますので、私からちょっと申し上げ

たいと思います。 

   今回、持続化支援金で、まずは整理になっ

た事業費のほとんど、ひなの湯、ひなの宿

のところの、これは本当に一番ちょっと額

的にはダメージの多いところということで

振り向けさせていただいたという構図にな

っています。 

   そういう中で、これからのコロナ絡みの経

済対策、あるいは感染拡大ということもま

だまだ見極められない状況にあるとは承知

しております。 

   そういう中で、国に臨時交付金、当初配分

のあったものについては今ほとんど財源充

当になっている状態で、残りはありません。

これについて、かねてから、もう全国的に

も国に対して要望をしてまいりました。 

   その結果、額的に申しますと、約2,000万

円追加内示といいますか、８月に内示いた

だいております。 

   都道府県のほうが当然ウエート的には多い

んですけれども、そういった財源も活用す

るという形で、先般、県で９月補正、相当

大規模な、その中には飲食業あるいは旅行

業者、観光関係中心に大きな経済対策、ま

たこれから審議、９月補正という形で出て

くるというふうに承知しております。 

   現在、その内容も精査しつつ、大層のとこ

ろは都道府県のところで措置された今の臨

時交付金の配分状況になっているわけです

けれども、市町村にも追加内示が来ており

ますので、そこは先ほどの2,000万円の今後

の充当、もう既に一般財源をつぎ込んでい

る部分もありますので、どの規模になるか

というものはまたこれからですけれども、

内容も含めて、今後のコロナ対策の対応に

ついては十分、国、県の経済対策、あるい

は一部感染防止対策というものの中で、町

として必要な対応については継続的に考え

ていきたいというように考えております。 

○漆山光春議長 「７番阿部恭平議員」 

○７番（阿部恭平議員） 町長からもご回答いた

だき、ありがとうございます。 

   2,000万円のコロナ臨時交付金も内示が出

ているということでございますけれども、

本町におきましては、11月上旬ぐらいにコ

ロナのワクチン接種も完了する予定でござ

います。その後、もちろんコロナの感染が

どうなるか、どうかは誰にも分かりません。 

   そういった意味でですけれども、逆に言え

ばよくなる可能性もあるわけで、そういっ

たときに、11月、12月以降になるとは思う

んですけれども、そのときに大々的に経済
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対策、大々的に福祉対策をするといったと

きに、財源が足りないということにはなら

ないようにだけ注意していただければと思

います。要は、あと8,000万円あればもっと

いいことができたとか、そういったことに

ならないようにだけはしていただければと

思います。以上です。 

○漆山光春議長 以上で７番阿部恭平議員の質疑

を終わります。 

   次に、「９番丹野貞子議員」 

○９番（丹野貞子議員） 私から４点準備したん

ですけれども、１点目は、先ほど３番議員

が河北病院の人間ドックの委託料について

質問しましたので、内容は分かりました。 

   この補助金は、最初から町の、町民の健康

と河北病院の応援ということで、いい補助

金だなと思っていたんですけれども、やは

り皆さん、こういうふうに使われていると

いうことはとてもいいことなので、これか

らも続けていただきたいなと思います。 

   そのほかの３点ですけれども、１点目が、

５款１項１目の労働費です。24ページ、説

明、提案理由にありましたけれども、職業

対策費ということで、技能五輪全国大会出

場激励金追加ということなんですが、これ

はどういう内容なのか。何か見ると、そう

いうようなところに出場できることはいい

ことだなと思うんですけれども、その内容

についてお聞きしたいと思います。 

   ２点目は、24ページの６款１項６目農地費

です。７月豪雨の災害により水田から撤去

した土砂を新たに搬出し整地する費用を追

加とあるんですけれども、この内容、どこ

の土をどこに運ぶのかということをお伺い

したいと思います。 

   ３点目は、30ページの教育費の中の10款４

項１目の成人式はたちのつどい事業委託料

で180万円の補正があるんですけれども、こ

のことについて内容をお聞きしたいと思い

ます。 

   以上お願いします。 

○漆山光春議長 「佐藤商工観光課長」 

○佐藤晃一商工観光課長 25ページの技能五輪全

国大会のことのご質問でございますけれど

も、こちらにつきましては毎年、県から選

抜されまして、全国大会というようなこと

で技能五輪の大会に出場をするものでござ

います。 

   山形県からは今年７名の方が選抜されまし

て出場するということになっております。

そのうち河北町から、河北町の職業訓練校

からお一人参加するというものでございま

す。職種としましては、建築大工という分

類で出場されるということでございます。 

○漆山光春議長 「増川農林振興課長」 

○増川仁農林振興課長併農業委員会事務局長 24

ページ、25ページの農地費の土木工事費に

ついてでありますけれども、令和２年７月

豪雨によりまして、溝延地区のほうに土砂

が上がったということで、その堆積土を新

吉田の南沢のほうに搬出しております。 

   それにつきましては、現在、県で搬出した

先の上のほうに置いておりまして、今現在、

町道を挟んで下流部のほうにあると。その

下流部についての土砂3,000立米ありますけ

れども、その3,000立米を上流側のほうに埋

め戻すというような工事を予定させていた

だいているところでございます。 

○漆山光春議長 「秋場生涯学習課長」 

○秋場弘昭生涯学習課長 35ページの成人式はた

ちのつどい費の中で、成人式はたちのつど

い事業委託料180万円の件でございますが、

当初予算の中では、記念品、謝礼、消耗品、

印刷製本費等、町直営で成人式はたちのつ

どいを履行する予定でいたところでござい

ます。 
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   その後、成人当事者による実行委員会形式

をつくりました。令和２年度、そして令和

３年度の成人者の有志による実行委員会が

できましたので、そこに事業を委託すると

いうことで、これまでの当初予算にありま

した費用について、組替え分が165万円あり

ます。 

   そのほかに、県外からも来られる方がいら

っしゃると思います。ＰＣＲ検査、１月の

状況にもよりますが、必要になる可能性も

あるということで、ＰＣＲ検査なども受け

ていただきながら、成人式に参加していた

だくというようなことも含めて、合わせて

180万円、組替え分とＰＣＲ検査分含めて

180万円ということで予算の組替えを行った

ところでございます。 

○漆山光春議長 「９番丹野貞子議員」 

○９番（丹野貞子議員） ありがとうございます。

分かりました。 

   それと、職業訓練の人の中で、大工になる

方が、している方が全国大会に出るという

ことで、本当にいいことだなと思って、そ

ういうふうな全国大会に出るということは、

河北町の職業訓練校からは珍しいことなん

ですか。それとも、毎年１人ぐらいずつい

るのか。せっかく職業訓練校があるわけで

すから、そこからそういう方が輩出されて

いるのかなと、これを見て思ったんですけ

れども。 

   それから、６款のもので、南沢の下流にあ

るものを上に移動するということで、本当

に、８番議員もよく地元のほうで頑張って

いらっしゃいますけれども、私はこのほか

に、また地元が溝延なものですから、昨年

度の土壌の件でいろいろと、ちょっと地域

の中にありましたものですから、そういう

ふうにならないようにと思って、ちょっと

聞いたのですが、分かりました。南、何だ

っけ……（「南沢ですね」の声あり）南沢、

失礼しました。南沢の下流にあるものを上

流に戻すということで理解いたしました。 

   それから、成人式なんですけれども、今、

説明があったように、組替えだというんで

すが、そうすると令和２年度の成人の方と

令和３年度の成人の方がそれぞれその学年

ごとに実行委員会をして、令和２年度の方

は令和２年度の施行、３年度の方は３年度

の施行というふうな感じで計画をされてい

て、その時間日程とか、もしコロナがまた

大変になると、それが実行されないかもし

れませんが、今の感じでいくと、その日程

の予定などはどのようになっているんでし

ょうか。 

○漆山光春議長 「佐藤商工観光課長」 

○佐藤晃一商工観光課長 技能五輪の件でござい

ますけれども、今回、山形県内で７名とい

うようなことですので、多くない人数の中

から選抜されたということですが、これま

でも河北町の職業訓練校からも出場された

方はございます。 

○漆山光春議長 「秋場生涯学習課長」 

○秋場弘昭生涯学習課長 成人式はたちのつどい

の日程でございますが、年明けて１月９日、

連休３日のある中の中日、１月９日に午前

と午後に分けて、それぞれ、令和２年度、

令和３年度で行う予定でございます。 

○漆山光春議長 「９番丹野貞子議員」 

○９番（丹野貞子議員） 分かりました。 

   職業訓練校の方は時々そうやって出場して

技能を高めているというふうな、私はあま

りそういう分野が分からなかったのでお聞

きしました。それから、より一層励んでい

ただきたいと思います。 

   成人式は、あまり詳しいといいましても、

今の課長の説明で、１月９日の午前、午後

で行われるということ、分かりました。あ
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りがとうございます。 

○漆山光春議長 以上で９番丹野貞子議員の質疑

を終わります。 

   次に、「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） 26ページ、７款１項

２目、河北町持続化支援金が3,800万円の減

額ということで、さきに質疑した議員に聞

いていただいたので、実際の実施されたも

のが、実際に使われたものが2,185万6,000

円だったということで、全体で予定した予

算よりはずっと活用が少なかったというこ

とでありますけれども、この辺、困ってい

る事業者が少ないという意味なのかどうか、

この制度が使いづらかったとか、そういっ

たことなどもあるのか、どんな評価をして

いるかお聞きしておきたいと思います。 

   それから、町内の事業者の今、状況といい

ますか、どう把握しているのか。なかなか

長く続いて、特に客商売の方々はなかなか

本来の活動状況にならないのがずっと続い

ているという状況はあるんですが、どう把

握しているのか。 

   行政として、もう、あとはやることはない

のかどうかなどということについて、どう

把握しているかお聞きしておきたいと思い

ます。 

   28ページ、７款１項４目産業立地促進支援

貸付金で、企業に進出していただくという

ことですが、ここで、この場所で、どんな

企業になったのかなと、地元からの雇用が

期待できるのかどうかなどについて、改め

て説明を求めます。 

   28ページのひなの湯費でありますけれども、

ひなの湯と、それからひなの宿に合わせて

3,900万円の指定管理料を支出するというこ

とでしたが、前年度の段階でも検討すべき

ではなかったのかなと、その辺のいきさつ

はどうだったか。 

   ほかの指定管理施設は５年ごとの契約で、

指定管理料について結構厳しく、５年間と

にかくその範囲内でやっていただくという

ふうにやっていることと比べると、今回は

随分と融通の利く指定管理料支出かなとい

う、一方ではそう思うところもあるんです

けれども、その辺の違いといいますか、ど

う見たらいいのか、お聞きしておきたい。 

   30ページ、９款１項３目の消防施設費、地

域の自主防災会などで防災訓練を取り組ま

れるところがあるんですけれども、その折

に消火栓の不具合があったと。消火栓のハ

ンドル、頭のところをひねって水を出すん

ですが、水が出ないということで、そのハ

ンドルにパイプをかけて回したけれども回

らない。パイプが曲がるぐらいだったとい

うようなところがあったと。故障なんです

けれども、そういった情報はその後、役場

にも届けたんですけれども、なかなか直ら

ないんだよねというふうな話をしていると

ころがありました。 

   水の出ない消火栓は非常に、そこにあるよ

りも困るみたいな、いざというときに消火

栓を当てにしたら水が出なかったなんて非

常に困る状況ではあるので、そういう場合

などはスピード感のある対応をしなければ

いけないのではないかななんていうふうに

も思うんですが、どんな対処をされている

か、お聞きしておきたい。 

   先ほど質疑のあった、下の水防費ですね、

調査業務委託120万円余りですけれども、押

切の排水機場の、私は何回か、吐出水槽が

ないと、ちゃんとその排水機場から水が、

最上川本流の水位が上がってくると出なく

なるよと。それを、その方法だけか、それ

以外の方法もあるのかということも含めて

調査するという、そういった調査なのかど

うか、お聞きしておきたいと思います。 
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   それから、38ページ、12款１項１目と２目

なんですが、元金の繰上償還というものが

あるんですが、それと、繰上償還金は130万

円余りで、利子の不用額が840万5,000円と

いうことで、何か随分バランスが悪いとい

いますか、ずっと繰上償還金が多くないと

利子の不用額はこんなに出ないのではない

かななんて思うんですが、ちょっとこのと

ころを説明していただきたい。 

   以上お聞きします。 

○漆山光春議長 「佐藤商工観光課長」 

○佐藤晃一商工観光課長 27ページの河北町持続

化支援金についてのご質問でございますけ

れども、こちらにつきましては、令和３年

３月から５月までの間の３か月間、総売上

額が前年同月比または前々年同月比で30％

以上減少した法人、個人の事業者に対して

行った事業でございました。 

   この制度につきましては、広く皆様方には

周知をしたつもりではありますので、ある

程度の、ほとんどの事業者に対しましては、

周知はなってはいるのかなというふうには

思っているところでございました。 

   ただ、30％というふうなところがありまし

たので、その壁がクリアにならない事業者

が多くいたというようなことを思っており

ます。 

   業種別にちょっとうちのほうでも分析して

おりますけれども、こちらにつきましては、

やはり飲食業と、あとは建設業、あとは卸

小売業、こちらの３つの業種で特に多く申

請が上がってきていると考えているところ

でございます。 

   今後につきましてですけれども、卸小売業、

あとは飲食業につきましては、山形県プレ

ミアム付きクーポン券が今後出る予定でご

ざいます。 

   また、ＧｏＴｏイートにつきましても、12

月まで延長ということに現状なっておりま

すので、そういった動向を見ながら支援を

検討していきたいと考えているところでご

ざいます。 

   29ページの産業立地促進資金、貸付金でご

ざいますけれども、こちらにつきましては

先日、花ノ木工業団地にＤａｉｓｏｎ Ｓ

ｔａｉｎｌｅｓｓという会社が新たに進出

してくださることになりました。こちらの

事業内容につきましては、主にステンレス

管の加工を行っている会社でございます。 

   また今回、天童の工場から河北町に移転と

いうようなことでございますけれども、天

童工場より広い敷地で、大きな工場にする

というようなこともありましたので、今後、

従業員数も増やしていくということでござ

いますので、町としましては、できるだけ

町内の方の雇用もお願いしたいというふう

なお願いはしているところでございます。 

   それと、ひなの湯・ひなの宿の指定管理に

ついてでございます。こちらにつきまして

は、前年度も赤字、マイナス決算だという

ことで、前年度に対応をしなければいけな

かったのではないかというご質問でござい

ますけれども、こちらにつきましては、公

社で内部留保分があると、そちらで対応し

ていただくというお話がありましたので、

令和２年度につきましては、その内部留保

分で対応していただいたという形になりま

す。 

   また、他の施設との比較でございますけれ

ども、ひなの湯・ひなの宿につきましては、

指定管理は行っておりますけれども、基本

的には指定管理料を支払っていない、指定

管理料ゼロの指定管理というふうなことで

お願いしている施設でございますので、ち

ょっと支出するのが甘いのではないかとい

うようなご指摘もいただきましたけれども、
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指定管理料がない中で、今まで営業努力を

していただいたというところで、今回、指

定管理料を支払わせていただくということ

になったところでございます。 

○漆山光春議長 「真木総務課主幹」 

○真木秀章総務課主幹 30、31ページ、９款１項、

まずは３目の消防施設費、消火栓移転等工

事負担金と関連してのご質問でございまし

た。このたびの負担金につきましては、工

事場所としては３か所、実はございまして、

溝延８区、高嶋、松橋を想定した予算でご

ざいます。 

   先ほど、議員おっしゃいましたように、役

場に言ってあるんだけれどもなかなか直ら

ないなどということがあってはならない話

でございますので、もしお教えいただける

としたらどこなのか、箇所をぜひ教えてい

ただければと思ったところであります。 

   ただ、もう一つ、つけ加えて申し上げます

と、今年度の予算におきまして、今現在、

町内の58か所の消火栓におきまして、補修

も兼ねた点検作業というものを業者に順次

やっていただいておりますので、その範囲

内でクリアできる問題だとすれば、これは

いいのかなと思っているところですが、場

所をお教えいただきたいと、早急に対応し

たいと考えますので、よろしくお願いした

いと思います。 

   その後いただきました、同じ30、31ページ、

９款１項４目水防費のことでありますが、

こちらにつきましては、幾つかの工法、経

済性であったり、施工性、実用性、そうい

った様々なアプローチ、様々な観点から、

１つの工法に絞らず、この方法しかないよ

という一択に限らず、複数の工法を挙げて

いただくということで発注したいと考えて

おります。そのような答えを差し上げたい

と思います。 

○漆山光春議長 「牧野政策推進監兼企画財政課

長」 

○牧野隆博政策推進監兼企画財政課長 38ページ

の公債費の質問でございましたけれども、

今、補正しておりますものは繰上償還では

ございません。元金を繰上償還ではなくて、

借入れの条件の中に、金利が変動するとい

うものがございますので、その金利の変動

がありまして、それに伴って、元利均等償

還になっていますから、元金と利息のバラ

ンスがちょっと変わって、補正が必要にな

るというものがございます。 

   その補正と、利息につきましては、前年度

末の借入れ分の利息を見込により設定して

おりましたけれども、利息が確定したこと

に伴った減となります。以上であります。 

○漆山光春議長 「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） 分かりました。 

   コロナの中での、町内の事業者はなかなか、

いまだ非常に苦労されている事業者が多い

んですね。 

   具体的に言うと、今、課長から紹介のあっ

たものなども、それは使えるとは思うんで

すけれども、昨年中早々にコロナ関連のお

金が借りられるものを借りて、１年間据置

きというふうな制度、資金を無利子で借り

ているところなども多いんですけれども、

そこが、もう１年もたったらコロナは解消

して通常業務に戻れば楽に返していけると

思っていたものが、そろそろ初期返済、１

年たって始まってしまうと。この不調のま

まだとすると非常に困るなどというふうな

ことを心配しているところもあるんですね。 

   そういったことに何か対応などはないのか

なという声などもあるんですが、こういっ

たことはいかがでしょうか。 

   産業立地促進貸付金については分かりまし

た。 
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   指定管理料なんですが、私は逆に、ひなの

湯・ひなの宿は、今、説明のあったように、

全く指定管理料を支出しない、県内でもあ

あいう温泉施設で公的資金を入れないでき

た非常に少ない、頑張っている施設だった

んですが、さすがにコロナには対応し切れ

ずにという状況だったので、それは今回の

指定管理料投入はやむを得ないと思うんで

すが、ほかの施設などについては、ずっと

そのハードルが高いといいますか、ほかの

施設ももうちょっとその辺は、先ほど別な

議員の質疑で、そういう状況はないと思っ

ているということでしたが、少しコロナで

大変なことがあったら指定管理料をちょっ

と見直しするとか、対応するということも、

１回見直しをしたらいいのではないかなと

思うんですね。その辺はどうかなと。 

   ひなの湯のほうではなくて、指定管理担当

にお聞きしたいんです。その辺、どういう

考えかを聞きたいと思います。 

   消火栓が水が出なかったというところは、

中島地区の消火栓で、大きなお寺の門前の

消火栓で、開けようと思ったけれども、本

当に開かなくて諦めたと。ハンドルにパイ

プを通して、ぐっとやろうと思ったら、パ

イプが曲がったというふうに、決定的に壊

れている状況のようなので、それが今年の

話ではなくて、去年とかおととしとか、少

し前の話だったのに、なかなか直らないと

いうような話だったので、それはちょっと

どういう仕組みになっているのかなと、町

としてですね。 

   町としてやったし、消防団の人にも手伝っ

てもらってやったことなので、多分町には

伝わっていると思うんですけれども、それ

がなかなか直らないのはなぜなのかなと。 

   いざその地域で何か火災になったときに、

その消火栓を開けようと思ったら開かなく

てということだと非常に困ったことになる

といいますか、ある消防水利が使えないと

いうものは特に問題なので、対応をどうし

ているか、お聞きしたいと思います。 

   その下の水防費については分かりました。 

   元金と繰上償還についても分かりました。 

   以上、もう一度お聞きします。 

○漆山光春議長 「牧野政策推進監兼企画財政課

長」 

○牧野隆博政策推進監兼企画財政課長 今、ひな

の湯・ひなの宿以外の指定管理施設のこと

についてのご質問でございますけれども、

基本的に施設につきましては、指定管理料

と、その施設を利用した利用料で大体運営

してもらっている状況なわけですけれども、

コロナ禍におきましても、各施設において

一定の使用が今のところございますので、

そこまでの状況には今のところなっていな

いというふうに先ほども申し上げたとおり

であります。 

   ただ、今後のコロナの状況で使用料とか利

用料が全く入らないような状況になってく

れば見直しをせざるを得ない条件になろう

かと思います。 

○漆山光春議長 「佐藤商工観光課長」 

○佐藤晃一商工観光課長 企業がお借りしている

資金のことでございますけれども、昨年度

につきましては、山形県商工業振興資金を

多くの企業の方がお借りしたということで

認識しておりますけれども、たしかこちら

は３年据置きだったかと思うんですが、こ

ちらにつきましては、償還が始まるときに

つきましては、県でも心配しているところ

でございまして、償還が始まったときに、

ほとんどの企業の方が償還していただけれ

ばということで考えているんですけれども、

その対応策として、新たな資金ということ

も検討しなくてはいけないのかなというふ
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うなことで、町と県でちょっと検討はさせ

ていただいているところでございます。 

○漆山光春議長 「真木総務課主幹」 

○真木秀章総務課主幹 消火栓に関することにつ

きまして、具体的な場所をお教えいただき、

ありがたく思います。 

   ご指摘の場所につきましては、先ほど申し

上げました今年度予算で対応している58か

所の中に入っているようでございますので、

作業順の中でですけれども、最後のほうに

なるか、ちょっと順番は私も承知していな

いんですが、きちんとメンテナンスされた

と考えるところであります。 

   ただ、全体的な流れとして、その消火栓に

つきましては、もともと毎年、消防分署で

消火栓を点検していただいている。あるい

は、地元消防団であったり、自主防災訓練、

先ほど出していただきましたけれども、そ

ういう際に点検をしたり、使用したりして

不具合が見つかるということは、今後も出

てくる可能性は当然あるかと思うんですけ

れども、議員おっしゃるように、空白地帯

ができたのではちょっと意味がないと、水

利として使えないのでは意味がないと考え

ますので、適宜修繕ということになってい

くかとは考えております。 

   ただ実際に、今回、補正予算で上げさせて

いただいている、先ほど申し上げた３地区

につきましても、実際に今壊れていたり、

あるいは工事に伴って一時使えない時間と

いうものはどうしても当然出てくるわけで

すが、そういう場合は、これも当然ですけ

れども、消防分署であったり、地元の消防

団ときちんと話をしまして、使えると思っ

て行ったけれども使えなかったというよう

なことがないように、そこはしっかりとフ

ォローしていくというか、対応していきた

いと考えております。 

○漆山光春議長 「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） 質疑を終わります。 

○漆山光春議長 以上で10番木村章一議員の質疑

を終わります。 

   次に、「12番細矢誓子議員」 

○12番（細矢誓子議員） それでは、私は１点

お願いします。 

   25ページ、６款１項３目農業振興費、広域

多目的選果施設建設補助金315万2,000円、

これは選果施設ですから、場所はまずどこ

に整備されるのかというところからお聞き

します。 

○漆山光春議長 「増川農林振興課長」 

○増川仁農林振興課長併農業委員会事務局長 今

現在、河北町は大江町にあります選果場に

運んでおりますけれども、それをＪＡさが

え西村山のほうに行って、朝日町に集約を

して、リンゴを主としました広域多目的選

果施設を整備するというものになってござ

います。 

○漆山光春議長 「12番細矢誓子議員」 

○12番（細矢誓子議員） そうしますと、これ

はリンゴに関するものだけの選果なわけで

すか。多分これは多目的と書いてあるから、

それ以外のものにも利用なさるのかなと思

ったんですけれども、その辺のところはい

かがでしょう。 

○漆山光春議長 「増川農林振興課長」 

○増川仁農林振興課長併農業委員会事務局長 名

称は「多目的」となっておりますけれども、

実際はリンゴを主にしたものになってござ

います。朝日町にということでありますの

で、リンゴがほとんど主になってございま

す。 

○漆山光春議長 「12番細矢誓子議員」 

○12番（細矢誓子議員） そうですか。そうし

ますと、河北町からでもやはりリンゴをた

くさん作っている方がいらっしゃるので、
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そこに持っていくということになるんでし

ょうけれども、今までは各支所にもこうい

う施設はあったのではないかと思うんです

が、それが１か所に集めて選果すると、そ

ういうふうな理由というものはどういうこ

となのでしょうか。 

○漆山光春議長 「増川農林振興課長」 

○増川仁農林振興課長併農業委員会事務局長 こ

れまでは大江町に選果場がありまして、大

江町と朝日町にあったわけですけれども、

これまでも、大江町のほうに選果をするた

めに、河北町の営農センターに集めて、河

北町の営農センターから大江町に持ってい

くと。 

   今後も、朝日町のほうには、河北町で集め

て朝日町に持っていくというようなことに

なります。 

○漆山光春議長 以上で12番細矢誓子議員の質疑

を終わります。 

   以上で質疑を終結します。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の議員の

起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議第71号令和３年度河北町一般会

計第６回補正予算については原案のとおり

可決しました。 

○漆山光春議長 次に、議第75号令和３年度河北

町国民健康保険特別会計第１回補正予算に

ついてを議題とします。 

   歳入歳出全款についての質疑の通告を求め

ます。 

   （「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の議員の

起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議第75号令和３年度河北町国民健

康保険特別会計第１回補正予算については

原案のとおり可決しました。 

○漆山光春議長 次に、議第76号令和３年度河北

町介護保険特別会計第１回補正予算につい

てを議題とします。 

   歳入歳出全款についての質疑の通告を求め

ます。 

   （「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の議員の

起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議第76号令和３年度河北町介護保

険特別会計第１回補正予算については原案

のとおり可決しました。 

○漆山光春議長 次に、議第77号令和３年度河北

町水道事業会計第２回補正予算についてを

議題とします。 

   歳入歳出全款についての質疑の通告を求め

ます。 

   （「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 
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   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の議員の

起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議第77号令和３年度河北町水道事

業会計第２回補正予算については原案のと

おり可決しました。 

○漆山光春議長 次に、議第78号河北町議会議員

及び河北町長の選挙における選挙運動の公

費負担に関する条例の設定についてを議題

とします。 

   担当課長の説明を求めます。 

   「後藤防災・危機管理監兼総務課長」 

○後藤浩防災・危機管理監兼総務課長 それでは、

議第78号河北町議会議員及び河北町長の選

挙における選挙運動の公費負担に関する条

例の設定についてご説明申し上げます。 

   この条例は、公職選挙法が改正され、町村

の議会及び町村長の選挙について、選挙公

営の対象とできるようになったことから設

定するものであります。 

   第１条は、条例の趣旨であり、選挙運動用

自動車の使用並びにビラ及びポスターの作

成の公費負担について定めるものでありま

す。 

   第２条から第５条までは、選挙運動用自動

車の使用の公費負担等について定めるもの

であります。なお、第２条では、自動車の

使用について、当該候補者に係る供託物が

町に帰属する場合は公費負担とならないこ

とを併せて定めるものであり、この公費負

担とならない場合の規定については、選挙

運動用ビラ及びポスターの作成についても

適用されるものであります。 

   第６条から第８条までは、選挙運動用ビラ

作成の公費負担等について定めるものであ

ります。 

   第９条から第11条までは、選挙運動用ポス

ターの公費負担等について定めるものであ

ります。 

   第12条は、施行に必要な事項を定めること

について、選挙管理委員会へ委任すること

を定めるものであります。 

   この条例については、公布の日から施行、

同日以後にその期日を告示される選挙につ

いて適用するとしているところであります。 

   以上よろしくお願いいたします。 

○漆山光春議長 担当課長の説明が終わりました。 

   質疑に入ります。 

   質疑の通告を求めます。 

   （「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の議員の

起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議第78号河北町議会議員及び河北

町長の選挙における選挙運動の公費負担に

関する条例の設定については原案のとおり

可決しました。 

○漆山光春議長 次に、議第79号河北町コミュニ

ティセンターの設置及び管理等に関する条

例を廃止する条例の設定についてを議題と

します。 

   担当課長の説明を求めます。 

   「鈴木学校教育課長」 

○鈴木淳子学校教育課長 議第79号河北町コミュ

ニティセンターの設置及び管理等に関する

条例を廃止する条例の設定についてご説明

申し上げます。 
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   本議案は、河北町役場新庁舎が開庁される

ことに伴い、河北町コミュニティセンター

を廃止するため、本条例を廃止する必要が

あるので提案するものであります。 

   なお、この条例は令和４年１月１日から施

行するものです。 

   以上よろしくお願いいたします。 

○漆山光春議長 担当課長の説明が終わりました。 

   質疑に入ります。 

   質疑の通告を求めます。 

   （10番の通告あり） 

   10番、落ちありませんか。 

   それでは、「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） コミュニティセンタ

ーの１階、入って右側が水道課ですが、左

側を学校に通えない子供たちなどが利用す

るスペースとして利用されていますが、そ

こはどこに移るかなどはもう既に定まって

いるのかどうかをお聞きしておきたいと思

います。 

○漆山光春議長 「鈴木学校教育課長」 

○鈴木淳子学校教育課長 適応指導教室につきま

しては、現在、女性・青少年センターに移

転を行っているところでございます。 

○漆山光春議長 「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） もう既に移っている

んですか。ですが、今も何か利用されてい

るようにも見受けられますが、そういう利

用はされていないのかな。もし、されてい

たら、その利用に代わる場所はあるのかど

うか、お聞きしたいと思います。 

○漆山光春議長 「鈴木学校教育課長」 

○鈴木淳子学校教育課長 ７月下旬から利用は、

女性・青少年センターに移動は行っており

ます。 

○漆山光春議長 「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） 了解しました。 

○漆山光春議長 以上で10番木村章一議員の質疑

を終わります。 

   「鈴木学校教育課長」 

○鈴木淳子学校教育課長 大変申し訳ございませ

ん。７月下旬からではなく、８月上旬から

移転を行っております。 

○漆山光春議長 よろしいでしょうか。 

   以上で質疑を終結します。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の議員の

起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議第79号河北町コミュニティセン

ターの設置及び管理等に関する条例を廃止

する条例の設定については原案のとおり可

決しました。 

○漆山光春議長 次に、議第81号西村山広域行政

事務組合規約の一部変更についてを議題と

します。 

   担当課長の説明を求めます。 

   「真木総務課主幹」 

○真木秀章総務課主幹 議第81号西村山広域行政

事務組合規約の一部変更についてご説明申

し上げます。 

   本議案につきましては、地方自治法第286

条第１項の規定により、西村山広域行政事

務組合理事長から協議の依頼があり、交通

災害共済事業を廃止することに伴って規約

の一部を改正するものでございます。 

   改正の内容につきましては、第３条の表中、

交通災害共済に関する事務と、第13条第１

項第５号の共済会費を削除するものであり

ます。 

   施行期日は令和４年４月１日としておりま

す。 
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   なお、経過措置といたしまして、交通災害

共済に関する事務について、この規約の施

行の際、現に効力を有するものは、なお従

前の例によるといたしております。 

   以上よろしくお願いいたします。 

○漆山光春議長 担当課長の説明が終わりました。 

   質疑に入ります。 

   質疑の通告を求めます。 

   （「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の議員の

起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議第81号西村山広域行政事務組合

規約の一部変更については原案のとおり可

決しました。 

○漆山光春議長 次に、議員発議第５号コロナ禍

による厳しい財政状況に対処し地方税財源

の充実を求める意見書の提出についてを議

題といたします。 

   質疑に入ります。 

   質疑の通告を求めます。 

   （「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の議員の

起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議員発議第５号コロナ禍による厳

しい財政状況に対処し地方税財源の充実を

求める意見書の提出については原案のとお

り可決しました。 

○漆山光春議長 日程第２、請願付託案件の常任

委員長報告、採決を行います。 

   総務産業常任委員会委員長、９番丹野貞子

議員から報告を求めます。 

   「９番丹野貞子議員」 

○９番（丹野貞子議員） 総務産業常任委員会の

報告をいたします。 

   本定例会において総務産業常任委員会に付

託されました請願について、審査の経過と

結果について報告を申し上げます。 

   去る９月３日、本会議散会後、委員会室に

おいて、委員全員と事務局から嶋田総括主

任が出席し、説明員として増川農林振興課

長の出席を求め、委員会を開催いたしまし

た。 

   請願第４号米の需給調整に関する請願につ

いて申し上げます。 

   請願の趣旨は、コロナ禍による予期せぬ需

要減等により主食用米の民間在庫は業務用

米を中心に増加し、適正水準の量を大幅に

超過している。 

   今後の作況が豊作基調で、さらに在庫が増

加するような状況になれば、米の需給緩和

と米価下落など、稲作を根幹とする本農業

への甚大な影響が懸念されることから、生

産者所得の確保と水田農業の維持、発展に

向け、政府備蓄米の運用改善など、あらゆ

る政策を総動員した市場隔離の実施と、倉

庫の新設や低温倉庫の改修に係る支援など、

出来秋に向けた出口対策を強化、拡充する

ことを求めるものであります。 

   委員会では、米の民間在庫が増加している

という現状から、令和３年産米の米価の下

落が予想されており、農家にとって非常に

厳しい状況である。米農家が農業を継続で
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きるよう、政府に対して需給安定と米価保

持のための適切な対策を要望していく必要

があるなどの意見が出され、採決の結果、

全会一致で採択と決定いたしました。 

   以上、本委員会での審査の経過と結果につ

いて報告を申し上げ、委員長報告といたし

ます。 

○漆山光春議長 請願第４号米の需給調整に関す

る請願については、委員長報告では採択で

あります。 

   質疑に入ります。 

   質疑の通告を求めます。 

   （「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本請願を委員長報告のとおり決するに賛成

の議員の起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、請願第４号米の需給調整に関する

請願については採択と決定しました。 

○漆山光春議長 日程第３、議員の派遣について

を議題とします。 

   採決します。 

   お手元に配付のとおり、議員を派遣するに

賛成の議員の起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議員の派遣については原案のとお

り派遣することに決定しました。 

   議長から申し上げます。 

   お諮りします。 

   間もなく正午になろうとしていますが、本

日の議事日程が終了するまで時間を延長し

たいと思いますが、これに異議ありません

か。 

   （「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 

   よって、本日の議事日程が終了するまで時

間を延長したいと思います。 

   ここで議長から申し上げます。 

   議会運営委員会に協議をお願いする事項が

生じましたので、議会運営委員会の開催を

お願いします。 

   議会運営委員の方は、委員会室にお集まり

くださるようお願いします。 

   議会運営委員会が終了するまでの間、暫時

休憩とします。 

     休 憩  午前１１時４４分 

     再 開  午前１１時５９分 

○漆山光春議長 休憩を解いて再開します。 

   新たに議案が提出されましたので、議会運

営委員会に協議をお願いしましたところ、

本日の議事日程に追加して審議、採決を行

うことになりました。 

   お諮りします。 

   議会運営委員会の決定のとおり、本日の議

事日程に追加し、審議、採決を行うことに

異議ありませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 

   よって、本日の議事日程に追加することに

決定しました。 

   ただいまから追加議事日程を配付させます

ので、配付が終わるまでそのまま休憩しま

す。 

     休 憩  午後０時００分 

     再 開  午後０時０２分 

○漆山光春議長 休憩を解いて再開します。 

○漆山光春議長 日程第４、閉会中の議会運営に

関する事項及び議長の諮問に関する調査の

許可を議題とします。 

   お諮りします。 
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   議長から議会運営委員会に、次期定例会の

会期日程等、議会運営に関する事項及び議

長の諮問に関する調査をお願いしたいと思

います。これに異議ありませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 

   よって、本案については議会運営委員会に

付託することに決定しました。 

   追加議事日程第１号に入ります。 

○漆山光春議長 日程第１、議案の上程を行いま

す。 

   議員発議第６号 米の需給調整に関する意

見書の提出について 

   以上、上程します。 

○漆山光春議長 日程第２、提案理由の説明を行

います。 

   提案者から提案理由の説明を求めます。 

   「９番丹野貞子議員」 

○９番（丹野貞子議員） 提案理由の説明を行い

ます。 

   議員発議第６号米の需給調整に関する意見

書の提出について、提案理由の説明を申し

上げます。 

   この意見書は、衆議院議長、参議院議長、

内閣総理大臣、財務大臣、農林水産大臣に

意見書を提出するものです。 

   その内容につきましては、お手元に配付し

てあります意見書の朗読をもって説明に代

えさせていただきます。 

    米の需給調整に関する意見書 

   コロナ禍による予期せぬ需要減等により主

食用米の民間在庫は業務用米を中心に増加

し、令和３年６月末で219万トンと適正水準

とされる180万トンを大幅に超過している。 

   農林水産省は令和３年７月29日の食糧部会

において、３年産米の生産量見通し693万ト

ン（作付け転換マイナス6.7万ヘクタール）

をほぼ達成としたが、この見通しはコロナ

禍による予期せぬ需要減まで見込んでいる

ものではなく、今後の作況が豊作基調とな

ればさらに生産量は増加する。 

   ２年産米がこの秋以降に持ち越されれば、

３年産米の需給緩和と米価下落、加えて４

年産作付け転換にも上乗せされ、稲作を根

幹とする本県農業への甚大な影響が懸念さ

れる。 

   ついては、持続可能な水田農業の維持・発

展に向け、下記のとおり強く要望する。 

   以上、地方自治法第99条の規定により意見

書を提出する。 

記 

   コロナ禍による予期せぬ需要減に対して、

政府備蓄米の運用改善等あらゆる政策を総

動員した市場隔離の実施、さらには倉庫の

新設や低温倉庫の改修にかかる支援等、出

来秋に向けた出口対策を強化・拡充するこ

と。 

    令和３年９月15日 

山形県河北町議会議長 漆山光春 

  衆 議 院 議 長 大 島 理 森 殿 

  参 議 院 議 長 山 東 昭 子 殿 

  内 閣 総 理 大 臣 菅   義 偉 殿 

  財 務 大 臣 麻 生 太 郎 殿 

  農 林 水 産 大 臣 野 上 浩太郎 殿 

   以上、よろしくお願い申し上げ、提案理由

の説明を終わります。 

○漆山光春議長 以上で提案理由の説明を終わり

ます。 

○漆山光春議長 日程第３、議案の審議、採決を

行います。 

   お諮りします。 

   審議の際の議案の朗読は省略したいと思い

ます。これに異議ありませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 

   よって、議案の朗読は省略することにしま
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す。 

○漆山光春議長 議員発議第６号米の需給調整に

関する意見書の提出についてを議題としま

す。 

   質疑に入ります。 

   質疑の通告を求めます。 

   （「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の議員の

起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議員発議第６号米の需給調整に関

する意見書の提出については原案のとおり

可決しました。 

○漆山光春議長 ここで町長から発言を求められ

ておりますので、これを許可します。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 閉会に当たりまして、一言お礼

申し上げます。 

   議員各位には、９月３日に本定例会を招集

いたしましてから本日まで、長期間にわた

りご審議を賜り、厚くお礼申し上げます。 

   また、漆山光春議長並びに槙正義議会運営

委員長、そして決算審査特別委員会におき

まして議事を進められました阿部恭平委員

長におかれましては、円滑な議事運営をし

ていただき、心から厚くお礼申し上げます。 

   さらに、各会計の決算審査に当たられまし

た真木 雄代表監査委員、そして岡田桂司

監査委員に対しまして、深く感謝を申し上

げる次第でございます。 

   新型コロナウイルス感染症につきまして、

変異株を主体とする感染第５波の中で、県

内でも県独自の感染拡大防止等特別集中期

間を本日まで延長し、感染拡大防止に努め

ているところでございます。 

   町といたしましても、町民の皆様には感染

拡大の防止に引き続きご理解とご協力を賜

わりながら、64歳以下の方々へのワクチン

接種につきまして、町医師会のご協力の下、

安全かつ迅速な接種を実施してまいります。 

   本定例会の審議の中で、議員の皆様からい

ただきましたご提言等につきましては、関

係機関・団体や組織内のなお一層の連携、

そして職員の士気高揚に努めながら、行政

運営に反映されるよう努力してまいります。 

   今後とも、議員各位のご指導をお願い申し

上げまして、９月定例会の閉会に当たりま

してのお礼の挨拶とさせていただきます。 

   誠にありがとうございました。 

○漆山光春議長 以上で本定例会に付議されまし

た事件は全て議了しました。 

   これをもって令和３年９月河北町議会定例

会を閉会します。 

   長期間にわたり大変お疲れさまでした。 

午後０時１０分  閉 会 
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